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Ⅰ　調査結果概要

1　大気環境

　（1）大気汚染常時監視結果

　　　　大気測定局5局（大崎、石巻、二川、野依、今橋）で監視を行った結果、各項目の経年変化は概ね

　　　横ばいで推移していました。環境基準の達成状況は次のとおりです。

　結果の概要        （達成局数/測定局数）

　　　ここ数年は横ばいで推移しています。 　2測定局すべてで環境基準を達成しました。　　 　　　　　 （2/2局）

 　4測定局すべてで環境基準を達成しました。　　 　　　　　 （4/4局）

　 1局（今橋局）で測定を行い、環境基準を達成しました。    　　　　　　　　           　　 　　 （1/1局）

　　　  　3測定局すべてで環境基準を達成しました。 　　　　　 （3/3局）

　 5測定局のいずれも環境基準を達成しませんでした。（注） （0/5局）

 　3測定局すべてで環境基準を達成しました。　 （3/3局）

　物質名

　二酸化硫黄（SO2）

　二酸化窒素（NO2）

　一酸化炭素（CO）

　浮遊粒子状物質（SPM）

(注）　5 測定局（大崎、石巻、二川、野依、今橋）とも 1時間値が 0.06ppmを超えたため、環境基準を達成しなかった。

　光化学オキシダント（Ox）

　微小粒子状物質（PM2.5）

図 1 豊橋市内平均値の経年変化
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　　　　また、今橋局で微小粒子状物質の成分分析を行いました。その結果、有機性炭素、硫酸イオンの割合が

　　特に高く、この2成分で全体の約5割を占めていました。

　（2）有害大気汚染物質モニタリング調査結果

　　　環境基準設定物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン）及び指針値設定

　物質（アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジ

　クロロエタン、1,3-ブタジエン、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化メチル、アセトアルデ

  ヒド）について、大気測定局3局（大崎、二川、今橋）で調査を行いました。その結果、すべての測定局で

　環境基準を達成し、指針値を満足していました。

図 2 豊橋市内（今橋局）微小粒子状物質成分割合

図 3 豊橋市内平均値の経年変化
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2　水環境

　(１)公共用水域水質調査結果

　　　ア．健康項目（人の健康の保護に関する環境基準が定められている項目）

　　　 ＜河川・海域＞

　 　　　調査を行った11水域（豊川中流、豊川下流、豊川放水路、梅田川､間川、神田川、朝倉川、柳生川、

　　　浜田川、渥美湾、神野・田原地先）の16地点すべてで環境基準を達成しました。

　　　イ.生活環境項目(生活環境の保全に関する環境基準が定められている項目）

　　　 ＜河川＞

　　　 ①生物化学的酸素要求量（BOD）

　　　　 　環境基準の類型指定がされている4水域（豊川中流、豊川下流、豊川放水路、梅田川）すべてで、

 　　 　環境基準を達成しました。

　　 　　その他、朝倉川、柳生川など環境基準の類型指定のない河川は、概ね横ばい傾向でした。

　　　　　　　注：環境基準の類型指定がされている4水域のうち、本市において環境基準点で測定を行っているのは

　　　　　　　梅田川（御厩橋）のみ。他の水域の環境基準点は国土交通省あるいは愛知県が測定。

　　　 ②全亜鉛、ノニルフェノール、LAＳ

　　 　 　　環境基準の類型指定がされている4水域（豊川中流、豊川下流、豊川放水路、梅田川）すべてで、

 　  　　環境基準を達成しました。

         図 4 河川環境基準点ＢＯＤの経年変化（75%水質値）
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　　　 ＜海域＞

　　　 ①化学的酸素要求量（COD）

　　　 　 神野・田原地先海域の環境基準は達成しましたが、渥美湾（甲）は達成しませんでした。

　　　　　　　注：神野・田原地先海域　A-4、渥美湾（甲） A-5、A-6の基準点は愛知県が測定。

　　　 ②全窒素・全燐

 　　　　　三河湾（ロ）の環境基準は全窒素・全燐ともに達成しました。

　　　　　　　注：三河湾（ロ）の基準点は愛知県が測定。

　　　 ③全亜鉛、ノニルフェノール、LAＳ

　　　　　環境基準の類型指定がされている3水域（三河湾（ニ）、三河湾（ホ）、三河湾（ロ））すべてで、環境

  　　　基準を達成しました。

　図5 海域環境基準点（ＣＯＤ）の経年変化（75%水質値）

　　　図6 海域（全窒素・全燐）の経年変化（表層の年間平均値）
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  （２）地下水質調査結果

　  　　　概況調査（定点調査 3地点、移動点調査2地点）で、環境基準が定められているカドミウム等につい

　　　 て調査を行った結果、4地点はすべての環境基準を達成しましたが、定点調査1地点(東赤沢町）で

        硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素1項目が環境基準を超過しました。

 　　 　　なお、東赤沢町については、平成16～18、平成21～令和3、5年度調査においても、環境基準を超過

　　　しています。
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Ⅱ 大気環境 
 

 （１）大気環境調査結果の概要 

 

 大気汚染防止法及び県民の生活環境の保全等に関する条例の規定に基づき、関係工場・事業場の

監視・指導及び大気汚染の常時監視を実施しました。 

 市内における大気汚染常時監視は、一般環境大気測定局（一般局）４局と自動車排出ガス測定局

（自排局）1 局の計 5測定局で実施しました。 

監視を行った結果、光化学オキシダント全 5測定局の結果を除き、環境基準を達成しており、経

年変化は、概ね横ばいで推移しました。 

また、市内 3 地点で有害大気汚染物質モニタリング調査を実施し、環境基準が定められている 4

物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン）については、

3地点とも全て環境基準を達成しました。 

 

大気汚染常時監視に係る環境基準の達成状況（令和 6 年度）   

〔○：達成 ×：未達成〕 

（注1）一般局：一般環境大気測定局は、一般環境大気の汚染状況を常時監視する測定局 

（注2）自排局：自動車排出ガス測定局は、自動車排出ガスによる大気環境の汚染状況を常時監視する測定局 

      

 

 

 

 

 

 

測定局 所 在 地 設置場所 

測 定 項 目 

採

取

口

の
高

さ 

二

酸

化

硫

黄 

二

酸

化

窒

素 

一
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化
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素 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

微
小
粒
子
状
物
質 

一 

般 

局 

 

大 崎 大崎町字柿ノ木 16 大崎校区市民館 2 階 ○ ○  ○ × ○ 3～9ｍ 

石 巻 石巻町字西浦 16 石巻校区市民館 2 階  ○      ×  9ｍ 

二 川 大岩町字東郷内 111-1 
二川生涯学習センター 

1 階 
 ○  ○ × ○ 3～4ｍ 

野 依 野依町字諏訪 149-1 野依校区市民館 1 階     ×  3ｍ 

自 

排 

局 
今 橋 今橋町１ 市役所立体駐車場 6 階 ○ ○ ○ ○ × ○ 16～23ｍ 

計 ２ ４ 1 ３ 5 ３  
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（２）大気汚染常時監視結果 
 

 ア．二酸化硫黄（SO2） 

二酸化硫黄は重油など硫黄分を含む燃料が燃焼するときに発生する硫黄酸化物の主成分です。無色の刺

激性の気体で水に溶けやすく、高濃度のときは眼の粘膜に刺激を与えるとともに、呼吸機能に影響を及ぼし、

金属を腐食させたり、植物を枯らしたりするといわれています。 

環境基準については、全ての測定局で達成しており、各局の年平均値の経年変化は、ほぼ横ばいでした。 

 

二酸化硫黄（SO2）の測定結果（令和 6 年度） 

測 定 局 

有効測定 

日    数 
測定時間 年平均値 

１時間値 

の最高値 

日平均値の 

２％除外値 

環境基準の 

達成状況 

前年度 

年平均値 

（日） （時間） (ppm) (ppm) (ppm) 達成○・非達成× (ppm) 

大  崎 363 8671 0.001 0.013 0.002 ○ 0.001 

今  橋 359 8556 0.001 0.004 0.001 ○ 0.001 

 

二酸化硫黄濃度の経年変化（年平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ．二酸化窒素(NO2) 

二酸化窒素は燃焼時の高温下で空気中の窒素と酸素が化合することによるほか、窒素分を含む有機物が

燃焼するときにも発生します。発生源は工場・自動車等多岐にわたります。赤褐色の刺激臭の気体であり、高

濃度のときは眼・鼻等を刺激するとともに、健康に影響を及ぼすといわれています。 

環境基準については、全ての測定局で達成しており、各局の年平均値の経年変化は、ほぼ横ばいでした。 

 

二酸化窒素(NO2) の測定結果（令和 6 年度） 

測 定 局 

有効測定 

日   数 
測定時間 年平均値 

日平均値の 

年間９８%値 

環境基準の 

達成状況 

前年度 

年平均値 

（日） （時間） (ppm) (ppm) 達成○・非達成× (ppm) 

大   崎 363 8669 0.008 0.020 ○ 0.009 

石   巻 363 8646 0.004 0.009 ○ 0.004 

二  川 360 8603 0.005 0.012 ○  0.006 

今   橋 259 6214 0.004 0.009 ○ 0.006 
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二酸化窒素濃度の経年変化（年平均値） 
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ウ．一酸化炭素(CO) 

   一酸化炭素は無味、無臭、無色、無刺激の気体で、有機物が不完全燃焼したときに発生するものです。発

生源は自動車によるものが最も多く、その他、石油スト－ブ、ガスコンロ等からも発生し、人体への影響は、呼

吸器から体内に入り、血液中のヘモグロビン酸素運搬機能を阻害するため、高濃度のときは、酸素欠乏症の

諸症状である頭痛、めまい、意識障害を起こすといわれています。 

   環境基準については、達成しており、年平均値の経年変化は、横ばいでした。 

 

一酸化炭素(CO) の測定結果（令和 6 年度） 

測 定 局 

有効測定 

日    数 
測定時間 年平均値 

１時間値 

の最高値 

日平均値の 

２％除外値 

環境基準の 

達成状況 

前年度 

年平均値 

（日） （時間) (ppm) (ppm) (ppm) 達成○・非達成× (ppm) 

今  橋 357 8,568 0.2 1.1 0.4 ○ 0.2 

 

 

一酸化炭素濃度の経年変化（年平均値） 
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 エ．浮遊粒子状物質(SPM) 

   浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μｍ(＝10/1,000 ㎜）以下の

ものをいいます。発生源は、工場、自動車等人為由来のもののほか、土壌の舞い上がり等自然由来のもの、燃

焼等に伴い排出された物質から大気中で生成する二次粒子等があります。この粒子は、沈降速度が小さいた

め、大気中に比較的長時間滞留し高濃度のときは呼吸器等に影響を与えるといわれています。 

  環境基準については、全ての測定局で達成しており、各局の年平均値の経年変化は、緩やかな減少傾向で

した。 

 

浮遊粒子状物質(SPM) の測定結果（令和 6 年度） 

測 定 局 

有効測定 

日    数 
測定時間 年平均値 

１時間値 

の最高値 

日平均値の 

２％除外値 

環境基準の 

達成状況 

前年度 

年平均値 

（日） (時間) (㎎/m3) (㎎/m3) (㎎/m3) 達成○・非達成× (㎎/m3) 

大   崎 363 8713 0.013 0.124 0.030 ○ 0.015 

二  川 362 8685 0.012 0.129 0.031 ○ 0.012 

今   橋 358 8631 0.012 0.125 0.029 ○ 0.013 

 

 

 

浮遊粒子状物質濃度の経年変化（年平均値） 
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 オ．光化学オキシダント(Ox) 

   光化学オキシダントとは、大気中のオゾン、パーオキシアセチルナイトレイト(PAN)等の酸化力の強い物質の

総称です。大気中の窒素酸化物、炭化水素等が強い日射を受け、光化学反応を起こして生じますが、その生

成は、反応物質の濃度レベルのみならず、気象条件に大きく依存しています。高濃度のときは目を刺激し、呼

吸器等に影響を及ぼす一方、生活環境や植物にも影響を及ぼすといわれています。 

   環境基準については、全測定局（5 局）のいずれも達成しませんでした。 

  日最高８時間値の年間９９％タイル値の３年移動平均値(※)は、各局においておおむね横ばいの傾向でし

た。 

   なお、豊橋市における光化学スモッグ予報等の発令状況については、８月９日に予報が発令されましたが、

健康被害の届出はありませんでした。 

 

※ 光化学オキシダントの濃度を長期的に評価する指標として、平成 26 年 9 月 26 日付けで環境省より「日最

高８時間値の年間９９％タイル値の 3 年移動平均値」が示された。この指標は、年々変動の大きい光化学

オキシダントの環境改善効果を適切に示すために発表された指標である。 

 

光化学オキシダント(Ox) の測定結果（令和 6 年度） 

測 定 局 

昼間 

測定日数 

昼間 

測定時間 

昼間年

平均値 

昼間の１時間値が 0.06ppm を  

超えた時間数及び日数とその割合 

昼間の 

１時間値 

の最高値 

環境基準の 

達成状況 

前年度 

昼間年 

平均値 

（日） （時間） (ppm) (時間) (%) (日) (%) (ppm) 達成○・非達成× (ppm) 

大 崎 365 5448 0.036 379 7.0 80 22 0.112 × 0.033 

石  巻 365 5443 0.035 355 6.5 80 22 0.113 × 0.033 

二  川 365 5439 0.040 437 8.0 87 24 0.108 × 0.034 

野  依 365 5444 0.039 387 7.1 83 23 0.110 × 0.034 

今  橋 363 5403 0.037 418 7.7 86 24 0.114 × 0.034 

（注）昼間とは 5 時から 20 時までの時間帯をいう。 

 

 

光化学オキシダント濃度の経年変化（年平均値） 
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*今橋局は令和  今橋局は令和元年度、大崎局は令和２年度より測定開始。 

 

 

 

 
局ごとの日最高８時間値の年間９９パーセンタイル値の３年移動平均値の経年変化      
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 カ．微小粒子状物質(PM2.5) 

   微小粒子状物質は粒径が 2.5μm(＝2.5/1,000 ㎜)以下のものをいいます。ディーゼルエンジン、工場等で

の燃料の燃焼などから発生する一次粒子や工場等から発生するガス状物質が大気中で化学反応することによ

り生成した二次粒子があります。粒子径が小さいため、肺の深部まで入りやすく、呼吸器系への影響のみなら

ず、循環器系に対し影響を与えていることが報告されています。 

   環境基準については、全ての測定局で達成し、各局の年平均値の経年変化は、ほぼ横ばいでした。 

 

微小粒子状物質(PM2.5) の測定結果（令和 6 年度） 

測定局 

有   効 

測定日数 

長期的評価 

環境基準の 

達成状況 

前年度 

年平均値 

短期基準 

（1 日平均値） 

長期

基準 

35μg/m3 を 

超えた日数 

年間 98 ﾊﾟｰ

ｾﾝﾀｲﾙ値 
年平均値 

（日） （日） (μg/m3) (μg/m3) 達成○・非達成× (μg/m3) 

大 崎 362 1 25.5 8.9 ○ 8.6 

二 川 359 1 23.8 8.2 ○ 8.0 

今 橋 359 1 18.6 7.6 ○ 8.1 

 

 

 

微小粒子状物質(PM2.5)濃度の経年変化（年平均値） 
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また、成分分析について市内の自動車排出ガス測定局 1 局で行い、その結果、有機性炭素、硫酸イオンの

割合が特に高く、この２成分で全体の約 5 割を占めていました。 
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（３）有害大気汚染物質モニタリング調査結果

  低濃度ではあるが、長期暴露を受けることにより健康への影響が懸念されている有害大気汚染物質の

中で、健康リスクが高い物質について、3地点でモニタリングを実施しました。

  環境基準が定められている4物質は、3地点とも環境基準値を達成しました。

  また、指針値が定められている11物質は、3地点とも指針値を満足しました。

有害大気汚染物質モニタリング調査地点

調 査 地 点 所　　在　　地

大　　　　崎 　大崎町字柿ノ木16

二　　　　川 　大岩町字東郷内111‐1

今　　　　橋 　今橋町1

ア．環境基準の定められている有害大気汚染物質

　環境基準の定められている有害大気汚染物質の調査結果（年平均値）

R4 R5 R6

大　崎 0.57 0.71 0.67

ベンゼン 二　川 0.48 0.88 0.74

（μg/m3） 今　橋 0.55 0.88 0.86

市内平均値 0.53 0.82 0.76

大　崎 0.11 0.13 0.059

トリクロロエチレン 二　川 0.091 0.12 0.071

（μg/m3） 今　橋 0.090 0.13 0.077

市内平均値 0.097 0.13 0.069

大　崎 0.063 0.11 0.054

テトラクロロエチレン 二　川 0.058 0.11 0.063

（μg/m3） 今　橋 0.054 0.11 0.059

市内平均値 0.058 0.11 0.059

大　崎 1.8 2.0 2.0

ジクロロメタン 二　川 1.9 3.1 2.8

（μg/m3） 今　橋 1.3 1.8 1.9

市内平均値 1.7 2.3 2.2

 年平均値
200

μg/㎥以下

 年平均値
150

μg/㎥以下

物質名 調査地点
年度

環境基準

 年平均値
3

μg/㎥以下

 年平均値
130

μg/㎥以下
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            環境基準が定められている有害大気汚染物質の経年変化
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0

1

2

3

4

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

(μg/m3)

年度

ベンゼン（年平均値）

市内3地点の平均

0

1

2

3

4

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

(μｇ/m3)

年度

トリクロロエチレン（年平均値）

市内3地点の平均

0

1

2

3

4

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

(μｇ/m3)

年度

テトラクロロエチレン（年平均値）

市内3地点の平均

0.0

5.0

10.0

15.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

(μｇ/m3)

年度

ジクロロメタン（年平均値）

市内3地点の平均

0

1

2

3

4

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(μg/m3)

年度

ベンゼン（年平均値）

市内3地点の平均

0

1

2

3

4

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(μｇ/m3)

年度

トリクロロエチレン（年平均値）

市内3地点の平均

0

1

2

3

4

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(μｇ/m3)

年度

テトラクロロエチレン（年平均値）

市内3地点の平均

0

5

10

15

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(μｇ/m3)

年度

ジクロロメタン（年平均値）

市内3地点の平均

17



イ．指針値の定められている有害大気汚染物質

　指針値の定められている有害大気汚染物質の調査結果（年平均値）

R4 R5 R6

大　崎 0.080 0.088 0.19

アクリロニトリル 二　川 0.065 0.19 0.17

（μg/m3） 今　橋 0.035 0.063 0.072

市内平均値 0.060 0.11 0.14

大　崎 0.021 0.0053 0.004

塩化ビニルモノマー 二　川 0.090 0.0059 0.004

（μg/m3） 今　橋 0.011 0.0054 0.004

市内平均値 0.041 0.0055 0.004

大　崎 2.0 2.0 1.8

水銀及びその化合物 二　川 1.9 1.7 1.6

（ng/m3） 今　橋 1.8 1.7 1.6

市内平均値 1.9 1.8 1.7

大　崎 1.9 1.7 1.8

ニッケル化合物 二　川 1.3 1.4 0.94

（ng/m3） 今　橋 1.1 0.82 1.0

市内平均値 1.4 1.3 1.2

大　崎 0.14 0.13 0.068

クロロホルム 二　川 0.13 0.14 0.073

（μg/m3） 今　橋 0.11 0.13 0.072

市内平均値 0.13 0.13 0.071

大　崎 0.15 0.15 0.13

1,2－ジクロロエタン 二　川 0.14 0.18 0.15

（μg/m3） 今　橋 0.12 0.15 0.14

市内平均値 0.14 0.16 0.14

大　崎 0.0072 0.0085 0.008

1,3－ブタジエン 二　川 0.0073 0.0092 0.009

（μg/m3） 今　橋 0.0072 0.0081 0.008

市内平均値 0.0072 0.0086 0.008

大　崎 0.81 0.98 0.69

ヒ素及びその化合物 二　川 0.57 0.89 0.51

（ng/m3） 今　橋 0.60 0.78 0.51

市内平均値 0.66 0.88 0.57

大　崎 0.038 0.035 0.068

マンガン及びその化合物 二　川 0.012 0.013 0.010

（μg/m3） 今　橋 0.0096 0.0099 0.010

市内平均値 0.020 0.019 0.029

大　崎 0.32 0.30 0.35

塩化メチル 二　川 0.31 0.34 0.42

（μg/m3） 今　橋 0.31 0.36 0.36

市内平均値 0.31 0.33 0.38

大　崎 1.6 1.7 1.6

アセトアルデヒド 二　川 1.6 1.6 1.4

（μg/m3） 今　橋 1.4 1.5 1.3

市内平均値 1.5 1.6 1.4

 年平均値
120

μg/㎥以下

 年平均値
1.6

μg/㎥以下

 年平均値
2.5

μg/㎥以下

 年平均値
6

ng/㎥以下

 年平均値
0.14

μg/㎥以下

 年平均値
94

μg/㎥以下

 年平均値
2

μg/㎥以下

 年平均値
10

μg/㎥以下

 年平均値
40

ng/㎥以下

 年平均値
25

ng/㎥以下

 年平均値
18

μg/㎥以下

物質名 調査地点 指針値
年度
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　ウ．環境基準及び指針値の定められていない有害大気汚染物質

　環境基準及び指針値の定められていない有害大気汚染物質の調査結果（年平均値）

年度

R4 R5 R6

大　崎 2.8 2.9 2.7

ホルムアルデヒド 二　川 2.9 2.8 2.6

（μg/m3
） 今　橋 2.8 2.7 2.4

市内平均値 2.8 2.8 2.6

大　崎 0.067 0.11 0.085

酸化エチレン 二　川 0.041 0.077 0.089

（μg/m3
） 今　橋 0.065 0.089 0.064

市内平均値 0.058 0.092 0.079

大　崎 0.088 0.063 0.075

ベンゾ(a)ピレン 二　川 0.069 0.044 0.098

（ng/m3
） 今　橋 0.051 0.059 0.072

市内平均値 0.069 0.055 0.082

大　崎 13 8.8 23

クロム及びその化合物 二　川 2.4 2.4 2.2

（ng/m3
） 今　橋 2.1 1.5 2.2

市内平均値 5.8 4.2 9.1

大　崎 0.038 0.031 0.032

ベリリウム及びその化合物 二　川 0.038 0.032 0.032

（ng/m3
） 今　橋 0.038 0.030 0.032

市内平均値 0.038 0.031 0.032

大　崎 5.6 6.0 4.3

トルエン 二　川 6.3 9.6 5.7

（μg/m3
） 今　橋 4.1 6.4 4.4

市内平均値 5.3 7.3 4.8

（注）  調査地点ごとの平均値の算出は算術平均により、測定値が検出下限値未満の場合は

物質名 調査地点

　　　　検出下限値の 1/2として算出した。
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Ⅲ 水環境 
 

（１）水環境調査結果の概要 

 

公共用水域の水質常時監視は、水質汚濁防止法第 16 条の規定により愛知県知事が作成した公共用

水域の水質測定計画及び本市の測定計画に基づき河川 31 地点、海域 4 地点で実施しました。 

カドミウム等の健康項目については、調査を行った公共用水域（河川 12 地点、海域 4 地点）において、

環境基準を達成しました。 

生活環境項目については、河川において環境基準の類型指定がされている 4 水域（豊川中流、豊川下

流、豊川放水路、梅田川）すべてで、環境基準を達成しました。その他、朝倉川、柳生川など環境基準の

類型指定のない河川は、概ね横ばい傾向でした。 

海域においては、神野・田原地先海域（Ｃ類型）の環境基準（ＣＯＤ）は達成しましたが、渥美湾（甲）（B

類型）は達成しませんでした。また、三河湾（ロ）（Ⅲ類型）の環境基準（全窒素、全燐）は達成しました。 

地下水質概況調査（定点調査 3 地点、メッシュ調査 2 地点）で調査を行った結果、4 地点はすべての環 

境基準を達成しましたが、定点調査 1 地点(東赤沢町）で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 1 項目が環境基

準を超過しました。なお、東赤沢町については、平成 16～18、平成 21～令和 3、5 年度調査においても、

環境基準を超過していました。 

 

水質環境基準達成状況（令和６年度） 

○河川                     〔○：達 成 ×：未達成〕 

水域名（環境基準点） 
健康 

項目 
ＢＯＤ

注 2
 

全 

亜 

鉛 

ﾉﾆﾙ 

ﾌｪﾉｰﾙ 
ＬＡＳ 

豊川下流(吉田大橋) 注１ ○ ○ ○ ○ ○ 

梅田川(御厩橋) ○ ○ ○ ○ ○ 

注 1:国土交通省が調査実施 ／ 注 2:河川は BOD で評価  

 

○海域                           〔○：達 成 ×：未達成〕 
水域区分

注１ 
健康 

項目 

 
CＯＤ

注 2
 

全 

窒 

素 

全 

燐 

全 

亜 

鉛 

ﾉﾆﾙ 

ﾌｪﾉｰﾙ 
ＬＡＳ COD に関する 

環境基準 

全窒素及び全

燐に関する環

境基準 

全亜鉛等に関

する環境基準 

神野・田原地先 
三河湾（ロ） 

三河湾（二） ○ 
○ 

○ ○ 

○ ○ ○ 
三河湾（ホ） ○ ○ ○ ○ 

渥美湾（甲） 三河湾（ロ） ○ × ○ ○ ○ 
注 1：海域は、本市と愛知県が実施した各環境基準点の調査結果により評価 ／ 注 2：海域は COD で評価 

 

（参考：環境基準の達成状況の評価について） 

環境基準類型指定水域の環境基準達成状況の評価は、環境省が示す以下の基準に則って

判断します。 

ＢＯＤ（河川）及びＣＯＤ（海域）については 75%水質値※により、全亜鉛、ノニルフェノール及び

ＬＡＳについては年間平均値により行い、いずれも水域内のすべての環境基準点において、その

値が適合している場合を達成しているものとします。 

また、海域における全窒素及び全燐については、類型指定水域内の各環境基準点における

表層の年間平均値を、当該水域内のすべての環境基準点について平均した値が適合している

場合を達成しているものとします。 

 

※ 「75％水質値」とは、年間の日間平均値の全データ（ｎ個）をその値の小さいものから順に並

べたとき、0.75×ｎ（整数でない場合は直近上位の整数） 番目にくるデータをいう。 
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ア．河川の水質調査結果

　①BOD75％水質値経年変化（豊川・豊川放水路・間川・神田川・朝倉川）
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　②BOD75％水質値経年変化（柳生川・梅田川）
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0

5

10

15

20

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

御厩橋（環境基準点）

環境基準点

環境基準点以外

年 度
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イ．海域の水質調査結果 

 

① 海域の調査地点及び環境基準の水域類型指定 

地点 

番号 

調査地点 

地 点 名 

環 境 基 準 

COD等 全窒素・全燐 全亜鉛等 

水 域 名 類 型 水 域 名 類 型 水 域 名 類 型 

1 
A－3 

神野ふ頭 

神野・田原 

地先海域 
C 

三 河 湾 

（ロ） 
Ⅲ 

三 河 湾 

（二） 

生物

A 
2 

A－11 

二十間川沖 

3 
A－12 

木材港 

三 河 湾 

（ホ） 

生物

特 A 

4 
A－13 

新西浜沖 

渥 美 湾 

（甲） 
B 

三 河 湾 

（ロ） 

生物

特 A 

（注）【地点番号１】はＣＯＤ等、【地点番号 3】は全亜鉛等に関する環境基準点 
 
② 海域の水質調査地点図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田原市 

 

 

 

 

 

 

 

豊川放水路 

佐奈川 

二十間川 

柳生川 

梅田川 

境川 

豊川 

明海町

◉ 環境基準点

◉

◉

補助点 

地点番号４ 
調査地点   A－１３ 
調査地点名 新西浜沖 

地点番号２ 
調査地点    A－１１ 
調査地点名 二十間川沖 

地点番号３ 
調査地点  A－１２ 
調査地点名 木材港 
環境基準点（全亜鉛等） 

地点番号１ 
調査地点   A－３ 
調査地点名 神野ふ頭 
環境基準点（COD等  ） 
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③海域の水質調査結果
　COD75％水質値経年変化

3.2 

4.6 

3.3 

5.0 
4.6 

4.1 4.3 

5.8 

4.5 4.4 4.7 
4.2 

4.7 

0

2

4

6

8

10

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

木材港

ＣＯＤ
75％水質値
(mg/L)

（凡 例） 地 点 名

年 度

（環境基準値）

3.7

5.1 

4.3 
4.8 5.0 5.1 

4.1 

5.7 

4.5 4.8 4.7 
5.1 

4.2 

0

2

4

6

8

10

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

新西浜沖

3.4 

4.7 
4.3 

4.8 4.6 4.6 
4.2 

5.7 

4.4 4.3 
3.8 

4.4 
4.0 

0

2

4

6

8

10

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

二十間川沖

4.8 

5.7 
5.3 

7.2 
6.2 

5.5 5.3 

6.7 

5.3 5.6 
5.2 5.2 5.3 

0

2

4

6

8
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S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

神野ふ頭

◉
1

補助点

環境基準点
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　全窒素（表層の年間平均値）水質値経年変化

0.31 

0.66 0.64 0.67 0.62 

0.79 

0.47 0.60 
0.54 

0.92 
0.84 

1.0 

0.80 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

新西浜沖

0.20 

0.60 

0.85 

0.69 
0.56 0.61 

0.47 
0.63 

0.35 

0.50 0.47 
0.61 

0.39 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

二十間川沖

0.53

2.0

2.3 

2.8
2.7

2.9 

1.8 
1.9 

2.2 

3.1 
3.0 

3.4 

2.1 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

神野ふ頭

0.26

0.95
0.86

1.4

1.0 

1.4

0.94

1.3

0.98

1.3

1.5

1.7

1.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

木材港

全窒素

表層

平均値

(mg/L)

（凡 例） 地 点 名

年 度

（環境基準値）

0.52 0.56 0.60 0.52 0.51 

0.35 0.43 0.46 0.40 

0.53 

0.38 0.37 0.40 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

参考：三河湾(ロ)

●1

補助点

環境基準点
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　全燐（表層の年間平均値）水質値経年変化

0.06
0.05 

0.064 

0.081 

0.067 
0.078 

0.048 

0.062 

0.075 
0.086 0.087 0.089 0.087 

0.00
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0.20

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

新西浜沖
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0.083
0.074

0.063
0.054

0.079

0.048
0.057 0.060

0.069

0.055

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

二十間川沖

0.10 

0.18

0.24 
0.25 

0.26 

0.24 

0.20 

0.23 

0.26 
0.25 

0.24 

0.31 

0.28 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

神野ふ頭

0.06

0.09

0.26

0.16 0.16

0.20 

0.13 0.13
0.14

0.18

0.22

0.20

0.18

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

木材港

全燐

表層

平均値
(mg/L)

（凡 例） 地 点 名

年 度

（環境基準値）

0.072 0.073 0.073 
0.063 

0.053 0.050 
0.042 0.049 0.042 

0.055 
0.048 0.046 0.046 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5 R6

参考：三河湾(ロ)

●1

補助点

環境基準点
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ウ．地下水の水質調査結果 

 

地下水の水質常時監視は、水質汚濁防止法第 16 条の規定により愛知県知事が作成した地下水の水質

測定計画及び本市の測定計画に基づき以下のとおり実施しました。 

 

① 調査地点数 

調査区分 地点数 井戸数 調査概要 

概況 

調査 

定点調査 

（定点方式） 
3 3 

長期的な観点から同一地点における地下水質の経年

的変化を把握するための調査 

メッシュ調査 

（ローリング方式） 
2 2 

全市的な地下水質を把握するため毎年度調査井戸を

選定し行う調査 

汚染井戸周辺地区調査 1 4 

概況調査又は事業者からの報告等により、新たに環境

基準の超過が確認された場合に、周辺地区において汚

染範囲の確認や原因究明のために行う調査 

定期モニタリング 

（継続監視）調査 
6 9 

過去に環境基準の超過が判明した地域において、その

後の推移を継続的に監視する調査 

計 12 18  

 

② 調査結果の概要 

（１） 概況調査 

環境基準が定められているカドミウム等について、計５地点で調査した結果、４地点で環境基準を達成し

ましたが、東赤沢町（定点）では硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が 19mg/L と環境基準（10 mg/L 以下）を超

過しました。なお、同地点は、平成 16～18、平成 21～令和 3、5 年度にも超過しています。 

 

（２） 汚染井戸周辺地区調査 

原町地内において令和６年８月５日に判明したふっ素及びその化合物による土壌汚染に対し、当該区域

から半径 250ｍ以内の井戸の汚染状況を調査しました。計 4 本の井戸で調査した結果、全ての井戸で環境

基準を達成しました。 

 

（３）定期モニタリング（継続監視）調査 

過去に環境基準の超過が確認された細谷町、東赤沢町、大岩町、老津町の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒

素、柱二番町のテトラクロロエチレンは、すべての調査井戸で環境基準を超過しました。また、日色野町の六

価クロムは、調査井戸２本のうち１本で環境基準を超過しました。 
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定期モニタリング（継続監視）調査結果（令和 6 年度） 

契機 項 目 調査地点 超過判明年度 調査井戸 
調査結果 環境基準 

(mg/L) (mg/L) 

概況調査等 
硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 

細谷町 平成 13 年度 細谷町（発端） 18 

10 以下 
東赤沢町 平成 16 年度 

東赤沢町（発端） 20 

老津町（周辺） 29 

大岩町 平成 18 年度 大岩町（発端） 11 

老津町 平成 22 年度 
老津町（発端） 40 

老津町（周辺） 34 

事業者から

の報告等 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 柱二番町 平成 13 年度 柱七番町（周辺） 0.16 0.01 以下 

六価クロム 日色野町 令和 4 年度 
日色野町（発端） 0.02 

0.02 以下 
日色野町（周辺） 0.03 
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地下水質概況調査地点図（令和６年度） 

 
 
※１ 定点調査とは、市内の同一地点において継続的に実施する調査。 

※２ メッシュ調査とは、市内を約５ｋｍ四方に区分し、その区域に設置されている井戸の中

から、毎年度新たな調査井戸を選定し実施する調査。 

 
 
 

 

◎ １ 

◎ ３ 

◎ ２ 

○ 4 

○ 5 

概況調査 

（定点調査※１） 

◎１ 賀茂町     

◎２ 向山大池町   

◎３ 東赤沢町    

（メッシュ調査※２） 

○４ 町畑町 

○５ 神野新田町 
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エ．底質調査結果

　①COD（底質）の経年変化

※新西浜沖、二十間川沖については、令和５年度をもって廃止しました。

　底質に含まれる物質による公共用水域への影響を把握するため、河川４地点、海域２地点で調査を実施しま
した。その結果、水銀及びPCBに関する「底質の暫定除去基準」を超える地点はありませんでした。
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資　料　編
1　大気汚染に係る環境基準等

（1）大気汚染に係る環境基準

物 質 名 環 境 基 準

1 時 間 値 の 1 日 平 均 値 が 0.04ppm 以

二 酸 化 硫 黄 下 で あ り 、 か つ 、 1 時 間 値 が 0.1ppm

　 　（ Ｓ Ｏ 2   ） 以下であること。

（昭和48年5月16日環境庁告示）

1 時 間 値 の 1 日 平 均 値 が 0.04ppm か

二 酸 化 窒 素 ら 0.06ppm ま で の ゾ ー ン 内 又 は そ れ

　 　（ Ｎ Ｏ 2   ） 以下であること。

（昭和53年7月11日環境庁告示）

1 時 間 値 の 1 日 平 均 値 が 10ppm 以 下

一 酸 化 炭 素 であり、かつ、1時間値の8時間平均

      （  Ｃ Ｏ  ） 値が20ppm以下であること。

（昭和48年5月8日環境庁告示）

1 時 間 値 の 1 日 平 均 値 が 0.10mg/m3

浮遊粒子状物質 以 下 で あ り 、 か つ 、 1 時 間 値 が 0.20

     （ Ｓ Ｐ Ｍ ） mg/m3以下であること。

（昭和48年5月8日環境庁告示）

1 時 間 値 が 0.06ppm 以 下 で あ る こ と 。

（昭和48年5月8日環境庁告示）

1年平均値が15μg/m3以下であり、か

つ、1日平均値が35μg/m3以下である

こと。（平成21年9月9日環境省告示）

ト リ ク ロ ロ
エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ
エ チ レ ン

ジ ク ロ ロ
メ タ ン

年間を通じて、1時間値が0.06ppm以下に維

持されること。ただし、5時から20時の昼間時

間帯について評価する。

1日平均値の高い方から2％の範囲内にある

ものを除外した値が、0.10mg/m3以下に維持

れること。

されること。ただし、1日平均値が0.10mg/m3

ること。ただし、1日平均値が10ppmを超え

を 超 え た 日 が 2 日 以 上 連 続 し な い こ と 。

年間にわたる1日平均値のうち、低い方から

98％に相当する値が、0.06ppm以下に維持さ

光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ
 （  Ｏ ｘ   ）

1 年 平 均 値 と 認 め ら れ る 値 と の 比 較 に よ

って評価を行う。

1 年 平 均 値 と 認 め ら れ る 値 と の 比 較 に よ

評 価 方 法

1日平均値の高い方から2％の範囲内にある

ものを除外した値が、0.04ppm以下に維持さ

れること。ただし、1日平均値が0.04ppmを

超 え た 日 が 2 日 以 上 連 続 し な い こ と 。

1 年 平 均 値 と 認 め ら れ る 値 と の 比 較 に よ

って評価を行う。

微小粒子状物質
（  Ｐ Ｍ2.5  ）

1年平均値及び1日平均値のうち98パーセン

タイル値で評価する。

ベ ン ゼ ン

1年平均値が0.15mg/m3（150μg/m3）以
下であること。
（平成13年4月20日環境庁告示）

1 年 平 均 値 と 認 め ら れ る 値 と の 比 較 に よ

って評価を行う。

1日平均値の高い方から2％の範囲内にある

ものを除外した値が、10ppm以下に維持され

1年平均値が0.003mg/m3（3μg/m3）以
下であること。
（平成9年2月4日環境庁告示）

１年平均値が0.13mg/m3（130μg/m3）以
下であること。
（平成30年11月19日環境省告示）

1年平均値が0.2mg/m3（200μg/m3）以
下であること。
（平成9年2月4日環境庁告示）

た日が2日以上連続しないこと。

って評価を行う。
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（2）指針値（環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値）

年平均値が0.025μg/m
3
(25ng/m

3
）以下

（3）緊急時の発令要件である大気汚染の状態

　　　　　　　（大気汚染防止法施行令第11条）

　　（注）　各々1時間値の継続時間を表わす。

午前中の早めの
時間帯での判断

午後からの活動
に備えた判断

5時～7時 5時～12時

1時間値（μg/m3） 1時間値（μg/m3）

Ⅱ 85超 80超

Ⅰ

（環境基準）

　　　PM2.5に係る環境基準の短期基準は日平均値35μg/m
3
であり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価

※3 暫定的な指針となる値である日平均値を超えるか否かについて判断するための値

クロロホルム 年平均値が18μg/m
3
以下

18 年 12 月 20 日 付
環 水 大 総 発 第 061220001 号 通 知

物　質 指　針　値

アクリロニトリル 年平均値が2μg/m
3
以下

15 年 9 月 30 日 付
環 管 総 発 第 030930004 号 通 知

塩化ビニルモノマー 年平均値が10μg/m
3
以下 〃

水銀及びその化合物 年平均値が0.04μg/m
3
（40ng/m

3
）以下 〃

ニッケル化合物 〃

1,2-ジクロロエタン 年平均値が1.6μg/m
3
以下 〃

1,3-ブタジエン 年平均値が2.5μg/m
3
以下 〃

ヒ素及びその化合物 年平均値が6ｎg/m
3
以下

22 年 10 月 15 日 付
環 水 大 総 発 第 101015002 号
環 水 大 大 発 第 101015004 号 通 知

マンガン及びその化合物 年平均値が0.14μg/m
3
以下

26 年 5 月 1 日 付
環 水 大 総 発 第 1405011 号 通 知

物　質　名 一　般　緊　急　時 重　大　緊　急　時

硫黄酸化物

　　　　　　 0.2  ppm　　  　3時間

　　　　　　 0.3  〃　　　 　　2　〃  0 5  ppm　　　3時間

　　　　　　 0.5　〃           1　〃  0.7  〃　　　   2  〃

 　　　　　　0.15　〃      　 48　〃（平均値）

　　　　　2.0  mg/m
3
　　　　2時間 3.0  mg/m

3
　　　　　3時間

二酸化窒素 　　　　　0.5　〃　　　　　　　1　〃　　　　　    　 1　〃　　　　　　　　　1　〃

一酸化炭素 　　　　　30　ppm 　　    　  1　〃 50　ppm　　　　　　　1　〃

浮遊粒子状物質

オキシダント 　　　　　0.12　〃　　　　　　1　〃　　　　　　　 0.4　〃　　　　　　　　1　〃

（4）微小粒子状物質（PM2.5）　注意喚起のための暫定的な指針

レベル

暫定的な指針となる値

行動のめやす

注意喚起の判断に用いる値 ※3

日平均値（μg/m
3
）

※1 環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準 　

※2 高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等　

70超

　不要不急の外出や屋外での長時
間の激しい運動をできるだけ減ら
す。（高感受性者※2においては、
体調に応じて、より慎重に行動する
ことが望まれる。）

70以下 　特に行動を制約する必要はない
が、高感受性者は、健康への影響
がみられることがあるため、体調の
変化に注意する。

85以下 80以下

35以下　※1

塩化メチル 年平均値が94μg/m
3
以下

2 年 8 月 20 日 付
環 水 大 総 発 第 2008201 号 通 知

アセトアルデヒド 年平均値が120μg/m
3
以下 〃
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2　水質に係る環境基準

（1）人の健康の保護に関する環境基準

0.003 ｍｇ／Ｌ以下

 検出されないこと。

0.01 ｍｇ／Ｌ以下

0.02 ｍｇ／Ｌ以下

0.01 ｍｇ／Ｌ以下

0.0005 ｍｇ／Ｌ以下

 検出されないこと。

 検出されないこと。

0.02 ｍｇ／Ｌ以下

0.002 ｍｇ／Ｌ以下

0.004 ｍｇ／Ｌ以下

0.1 ｍｇ／Ｌ以下

0.04 ｍｇ／Ｌ以下

1 ｍｇ／Ｌ以下

0.006 ｍｇ／Ｌ以下

0.01 ｍｇ／Ｌ以下

0.01 ｍｇ／Ｌ以下

0.002 ｍｇ／Ｌ以下

0.006 ｍｇ／Ｌ以下

0.003 ｍｇ／Ｌ以下

0.02 ｍｇ／Ｌ以下

0.01 ｍｇ／Ｌ以下

0.01 ｍｇ／Ｌ以下

10 ｍｇ／Ｌ以下

0.8 ｍｇ／Ｌ以下

1 ｍｇ／Ｌ以下

0.05 ｍｇ／Ｌ以下

（注）　1　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

　　　　2　「検出されないこと」とは、環境大臣により定められた測定方法により測定した場合にお

　　　　　いて、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

　　　　3　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

　　　　4　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6

　　　 　　により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K0102の43.1により

　　　　　 測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

　　トリクロロエチレン

　　1,3-ジクロロプロペン

　　チウラム

　　ベンゼン

　　セレン

　　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

　　ふっ素

　　1,4－ジオキサン

基　　　準　　　値項　　　　　　　　　　　　　　　　　目

　　全シアン

　　鉛

　　六価クロム

　　テトラクロロエチレン

　　ほう素

　　チオベンカルブ

　　シマジン

　　シス-1,2-ジクロロエチレン

　　1,1,1-トリクロロエタン

　　1,1,2-トリクロロエタン

　　1,2-ジクロロエタン

　　1,1-ジクロロエチレン

　　カドミウム

　　ＰＣＢ

　　ジクロロメタン

　　四塩化炭素

　　砒素

　　総水銀

　　アルキル水銀
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（2）生活環境の保全に関する環境基準

1　河　　川（湖沼を除く。）

  ア      

類　　　型 ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ D Ｅ

  6.5 以上
　8.5 以下

  6.5 以上
　8.5 以下

  6.5 以上
　8.5 以下

  6.5 以上
　8.5 以下

6.0 以上
8.5 以下

6.0 以上
8.5 以下

  1 mg／L
  以下

  2 mg／L
 以下

  3 mg／L
 以下

  5 mg／L
以下

  8 mg／L
 以下

  10 mg／L
以下

 25 mg／L
 以下

 25 mg／L
 以下

 25 mg／L
 以下

 50 mg／L
 以下

 100 mg／L
以下

ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと。

7.5 mg／L
 以上

7.5 mg／L
 以上

5 mg／L
 以上

5 mg／L
 以上

2 mg／L
以上

2 mg／L
以上

20CFU
／100mL

以下

300CFU／
100mL
以下

1,000CFU
／100mL

以下
－ － －

備考
1

2

3

4

5

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

　　　 2　水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

　　　　　 水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

　　　　　 水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

　　　 3　水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の

　　　　　　　　　　　 水産生物用

　　　　　 水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

　大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸
菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

 溶 存 酸 素 量
　（ＤＯ）

 大 腸 菌 数

　基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90％水質値（年間
の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×ｎ番目（ｎは日間平均
値のデータ数）のデータ値（0.9×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をと
る。））とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量５mg/L以上とする
（湖沼もこれに準ずる。）。

　水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）につい
ては、大腸菌数100CFU/100ｍL以下とする。

　水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用し
ない（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

 水素イオン濃度
 （ｐ　Ｈ）

 生物化学的
酸素要求量

（ＢＯＤ）

 浮 遊 物 質 量
（ＳＳ）

水道 1 級
自然環境保
全及びＡ以
下の欄に掲
げるもの

水道 2 級
水産 1 級
水浴及びＢ
以下の欄に
掲げるもの

水道 3 級
水産 2 級
及びＣ以下
の欄に掲げ
るもの

水産 3 級
工業用水
1級及びＤ
以下の欄に
掲げるもの

工業用水
2級
農業用水及
びＥの欄に
掲げるもの

工業用水
3級
環境保全

　　　　　　　　　利用目的
　　　　　　　　　の適応性

   　　　項目
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　　　　　 水産3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

　　　 4　工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

　　　　　 工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

　　　　　 工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの　

　　　 5　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

　　　　　　　　項目　　　

　類型 全亜鉛

0.03 mg/L
以下

0.03 mg/L
以下

0.03 mg/L
以下

0.03 mg/L
以下

備考　基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

基準値

直鎖アルキル
ベンゼンスル
ホン酸及びそ

の塩
（ＬＡＳ）

0.03 mg/L
以下

0.02 mg/L
以下

0.05 mg/L
以下

0.04 mg/L
以下

水生生物の生息状況の適応性

 イワナ、サケマス等比較的低温域を
 好む水生生物及びこれらの餌生物
 が生息する水域

 生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に
 掲げる水生生物の産卵場（繁殖
 場）又は幼稚仔の生育場として特
 に保全が必要な水域

 コイ、フナ等比較的高温域を好む
 水生生物 及びこれらの餌生物が
 生息する水域

ノニルフェ
ノール

　生物Ａ

　生物特Ａ

　生物Ｂ

 生物A又は生物Ｂの水域のうち、生
 物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵
 場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場
 として特に保全が必要な水域

　生物特Ｂ

0.0006 mg/L
以下

0.002 mg/L
以下

0.002 mg/L
以下

0.001 mg/L
以下
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2　海　　域

ア

　　類型

　項目

　水素イオン濃度（ｐＨ）

　化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

　溶存酸素量（ＤＯ）

　大腸菌数

備考　１　自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数 20ＣＦＵ／100mL 

以下とする。

　　　　2 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100mL 

とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

（注）　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

　　　　2　水産1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

　　　  　  水産2級:ボラ、ノリ等の水産生物用

　 　　 3　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

Ａ

2 ｍｇ／Ｌ以下

　　　　利用目的の
　　　　　　　適応性

7.0 以上 8.3 以下

 水産1級、水浴、自
 然環境保全及びＢ
 以下の欄に掲げる
 もの

 水産2級、工業用水
 及びＣ以下の欄に
 掲げるもの

7.8 以上 8.3 以下

―

検出されないこと。

環　境　保　全

3 ｍｇ／Ｌ以下

2 ｍｇ／Ｌ以上5 ｍｇ／Ｌ以上

　ｎ－ヘキサン抽出物質
　　　　　　　　　　　（油分等）

ＣＢ

7.5ｍｇ／Ｌ以上

検出されないこと。

　　３００CFU
　　　／100ｍL以下

7.8 以上 8.3 以下

―

―

8 ｍｇ／Ｌ以下

イ

 　 項目

類型

備考　1　基準値は、年間平均値とする。

　　　　2　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域につい

　　　　　て行うものとする。

(注)　 1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

  　　　2　水　産　1  種：底生魚介類を含め多様な水産生物がﾊﾞﾗﾝｽ良く、かつ、安定して漁獲される

   　     　水　産　2　種：一部の底生魚介類を除き､魚類を中心とした水産生物が多獲される

  　　      水　産　3　種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

　　　　3　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

0.2 ｍｇ/Ｌ以下

0.3 ｍｇ/Ｌ以下

0.6 ｍｇ/Ｌ以下

1 ｍｇ/Ｌ以下

全窒素

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

0.05 ｍｇ/Ｌ以下

0.09 ｍｇ/Ｌ以下

　水産2種及びⅣの欄に掲げるもの（水産3種
　を除く。）

　水産3種
　工業用水
　生物生息環境保全

0.02 ｍｇ/Ｌ以下

0.03 ｍｇ/Ｌ以下

利用目的の適応性
全燐

基　　　準　　　値

　自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの
　（水産2種及び3種を除く。）

　水産1種
　水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産2種
　及び3種を除く。）
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ウ

　　　　　　　項目

 
 類型

全亜鉛

直鎖アルキ
ルベンゼンス
ルホン酸及
びその塩

0.02 mg/L
以下

0.01 mg/L
以下

0.01 mg/L
以下

0.006 mg/L
以下

0.001 mg/L
以下

　生物Ａ

水生生物の生息状況の適応性

 水生生物の生息する水域

ノニルフェ
ノール

基準値

0.0007 mg/L
以下

　生物特Ａ
 生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場
（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保
全 が必要な水域

37



（3）地下水の水質汚濁に係る環境基準

0.003 ｍｇ／Ｌ以下

 検出されないこと。

0.01 ｍｇ／Ｌ以下

0.02 ｍｇ／Ｌ以下

0.01 ｍｇ／Ｌ以下

0.0005 ｍｇ／Ｌ以下

 検出されないこと。

 検出されないこと。

0.02 ｍｇ／Ｌ以下

0.002 ｍｇ／Ｌ以下

0.002 ｍｇ／Ｌ以下

0.004 ｍｇ／Ｌ以下

0.1 ｍｇ／Ｌ以下

0.04 ｍｇ／Ｌ以下

1 ｍｇ／Ｌ以下

0.006 ｍｇ／Ｌ以下

0.01 ｍｇ／Ｌ以下

0.01 ｍｇ／Ｌ以下

0.002 ｍｇ／Ｌ以下

0.006 ｍｇ／Ｌ以下

0.003 ｍｇ／Ｌ以下

0.02 ｍｇ／Ｌ以下

0.01 ｍｇ／Ｌ以下

0.01 ｍｇ／Ｌ以下

10 ｍｇ／Ｌ以下

0.8 ｍｇ／Ｌ以下

1 ｍｇ／Ｌ以下

0.05 ｍｇ／Ｌ以下

（注）　1　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

　　　　2　「検出されないこと」とは、環境大臣により定められた測定方法により測定した場合におい

　　　　　　て、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

　　　　3　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、ＪＩＳ Ｋ0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6

　　　 　　により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとＪＩＳ Ｋ0102の43.1

　　　　　 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

　　　　4　1,2-ジクロロエチレンの濃度は、JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体

　　　 　　の濃度とJIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

基　　　準　　　値項　　　　　　　　　　　　　　　　　目

　　全シアン

　　鉛

　　アルキル水銀

　　六価クロム

　　カドミウム

　　砒素

　　総水銀

　　シマジン

　　1,2-ジクロロエチレン

　　1,1,1-トリクロロエタン

　　1,1,2-トリクロロエタン

　　トリクロロエチレン

　　テトラクロロエチレン

　　1,3-ジクロロプロペン

　　ＰＣＢ

　　ジクロロメタン

　　四塩化炭素

　　1,1-ジクロロエチレン

　　チウラム

　　クロロエチレン
    (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

　　1,2-ジクロロエタン

　　1，4－ジオキサン

　　ふっ素

　　ほう素

　　チオベンカルブ

　　ベンゼン

　　セレン

　　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
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（4）東三河地域の公共用水域に係る環境基準の水域類型指定

①    水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定

該当類型 達成期間 水域区分

豊川上流（宇連川合流点より上流） ＡＡ イ

宇　連　川（全　　　域） ＡＡ イ

豊川中流（宇連川合流点から豊橋市下条上水道取水地点まで） Ａ イ

豊川下流（下条上水道取水地点より下流） Ａ イ

豊川放水路（全　域） Ｂ イ

梅　田　川（静岡県に属する水域を除く。） Ｃ イ

音　羽　川（全　域） Ｂ イ

佐　奈　川（全　域） Ｃ イ

汐　　　川（全　域） Ｄ イ

蒲郡地先海域 Ｃ ロ

神野・田原地先海域 Ｃ ロ

渥　美　湾（甲） Ｂ イ

渥　美　湾（乙） Ａ イ

（備考）達成期間の分類は、次のとおりである。

1　「イ」は、直ちに達成　

2　「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成

3　「ハ」は、5年を越える期間で可及的速やかに達成

②　全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型指定

   水　　域 該当類型      達　成　期　間

  三河湾（ロ） Ⅲ 直ちに達成

  三河湾（ハ） Ⅱ 5年以内で可及的速やかに達成

水　         　　　域

豊川等水域

渥美湾水域
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③    水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定

該当類型 達成期間 水域区分

豊川上流（布里堰堤より上流） 生物Ａ イ

宇連川上流（養乙女橋より上流） 生物Ａ イ

豊川下流（布里堰堤より下流） 生物Ｂ イ

宇連川下流（養乙女橋より下流） 生物Ｂ イ

豊川放水路（全　域） 生物Ｂ イ

梅　田　川（静岡県に属する水域を除く。） 生物Ｂ イ

音　羽　川（全　域） 生物Ｂ イ

佐　奈　川（全　域） 生物Ｂ ロ

汐　　　川（全　域） 生物Ｂ イ

三河湾（ロ） 生物特A イ

三河湾（ニ） 生物A イ 三河湾水域

三河湾（ホ） 生物特A イ

（備考）達成期間の分類は、次のとおりである。

1　「イ」は、直ちに達成　

2　「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成

3　「ハ」は、5年を越える期間で可及的速やかに達成

水　         　　　域

豊川等水域
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④各水域の環境基準の類型

　〇全窒素及び全燐に係る環境基準の類型

　〇BOD(COD)等に関する環境基準類型

海域 Ⅲ

環境基準の類型

〇：環境基準点

河川 A

河川 B

河川 C

海域 B

海域 C

環境基準の類型
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　〇水生生物の保全に係る水質環境基準の類型

河川 生物B

海域 生物A

海域 生物特A

環境基準の類型

〇：環境基準点
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3 用語の解説 

（共通） 

□環境基準 

（1） 環境基本法は、第 16 条で「政府は大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に

係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上

で維持されることが望ましい基準を定める」ものとしており、この基準が環境基準と呼ばれ

るものです。 

（2） 環境基準は、行政上の目標であって、環境行政を進めていく上での指針となるもので

す。したがって、環境基準を超えたからといって直ちに健康に悪影響が出るというわけで

はなく、また、規制基準とは異なり、罰則がかけられたり、改善勧告・命令が出されたりする

こともありません。 

（3） 現在、次の環境基準が設定されています。 

① 大気汚染に係るもの 

ア 大気の汚染に係る環境基準（昭和 48 年 5 月 8 日環境庁告示第 25 号） 

・・･二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントについ

て基準を定めています。 

イ ニ酸化窒素に係る環境基準（昭和 53 年 7 月 11 日環境庁告示第 38 号） 

ウ 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準（平成 9 年 2 月 4 日環境庁告

示第 4 号） 

・・･ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについ

て基準を定めています。 

      エ 微小粒子状物質に係る環境基準（平成 21 年 9 月 9 日環境省告示第 33 号） 

② 水質汚濁に係るもの 

ア 水質汚濁に係る環境基準（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号） 

･・･健康項目（カドミウム等 27 項目）及び生活環境項目（ｐＨ、ＢＯＤ等 13 項目）

について基準を定めています。 

③ 騒音に係るもの 

ア 騒音に係る環境基準（平成 10 年 9 月 30 日環境庁告示第 64 号） 

イ 航空機騒音に係る環境基準（昭和 48 年 12 月 27 日環境庁告示第 154 号） 

ウ 新幹線鉄道騒音に係る環境基準（昭和 50 年 7 月 29 日環境庁告示第 46 号） 

④ 土壌汚染に係るもの     

ア 土壌の汚染に係る環境基準（平成 3 年 8 月 23 日環境庁告示第 46 号） 

・・･カドミウム等 29 項目について基準を定めています。 

⑤ 地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成 9 年 3 月 13 日環境庁告示第 10 号） 

･・・カドミウム等 28 項目について基準を定めています。 
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⑥ ダイオキシン類に係る環境基準（平成 11 年 12 月 27 日環境庁告示第 68 号） 

・・･ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁、水底の底質の汚染及び土

壌の汚染について基準を定めています。 

（大気環境関係） 

□ｐｐｍ 

parts per millionの略。100万分中のいくつであるかを示す分率で、ごく微量の物質の濃

度や含有率を表すのに使われます。 

大気汚染では1ｍ3の大気中に1cm3の汚染物質が含まれている状態を1ppmで表します。 

□二酸化硫黄（ＳＯ2） 

重油など硫黄分を含む燃料が燃焼するときに発生する硫黄酸化物の主成分です。 

無色の刺激性の気体で、水に溶けやすく、高濃度のときは目の粘膜に刺激を与えるととも

に呼吸機能に影響を及ぼすといわれています。また、金属を腐食させたり植物を枯らしたり

するといわれています。 

□二酸化窒素（ＮＯ2） 

窒素と酸素の化合物の代表的なものです。燃焼時の高温下で空気中の窒素と酸素が化

合することによるほか、窒素分を含む有機物が燃焼するときにも発生します。発生源は、工

場、自動車、家庭等多岐にわたります。 

赤褐色の刺激臭の気体であり、高濃度のときは、目、鼻等を刺激するとともに、健康に影

響を及ぼすといわれています。 

□一酸化炭素（ＣＯ） 

無味、無臭、無色、無刺激の気体で、有機物が不完全燃焼したときに発生します。 

発生源は、自動車によるものが多く、その他石油ストーブ、ガスコンロ、タバコ等からも発

生します。 

人体への影響は、呼吸器から体内に入り、血液中のヘモグロビンの酸素運搬機能を阻害

するため、高濃度のときは、酸素欠乏症の諸症状である頭痛、めまい、意識障害を起こすと

いわれています。 

□浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

ＳＰＭは、Suspended Particulate Matter の略。大気中に浮遊する粒子状物質であっ

てその直径が 10μm＝（10/1000）ｍｍ以下のものをいいます。 

発生源は、工場、自動車、家庭等人為由来のもののほか、土壌の舞い上がりや海水の

飛沫が乾燥してできた海塩粒子等自然由来のもの、燃焼等に伴い排出されたＳＯｘやＮＯｘ、

炭化水素などから大気中で生成する二次粒子や煙突から排出されたガスが大気中で冷や

されてできる凝縮性ダストなどがあります。 

この粒子は、沈降速度が小さいため、大気中に比較的長時間滞留し、高濃度のときは呼

吸器等に影響を与えるといわれています。 

44



                                                      

□光化学オキシダント（Ｏx） 

大気中のオゾン、パーオキシアセチルナイトレート（ＰＡＮ）等の酸化力の強い物質の総称

です。大気中の窒素酸化物、炭化水素等が強い日射を受け、光化学反応を起こして生じる

ものですが、その生成は、反応物質の濃度レベルのみならず、気象条件に大きく依存して

います。 

高濃度のときは眼を刺激し、呼吸器、その他の臓器に影響を及ぼす一方、不快、臭気、

視程障害などの生活環境や植物にも影響を及ぼすといわれています。 

□微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

ＰＭ2.5 のＰＭは、Particulate Matter の略。大気中に浮遊する粒子状物質であって、そ

の直径が 2.5μm = (2.5/1000) mm 以下のものをいいます。 

微小粒子状物質には、ディーゼルエンジン、工場等での燃料の燃焼などから発生する一

次粒子や工場等から発生するガス状物質が大気中で化学反応することにより生成した二次

粒子があります。 

粒子径の小さい微小粒子状物質は、肺の深部まで入りやすく、呼吸器系への影響のみな

らず、循環器系や肺がんに対し影響を与えていることが報告されています。 
□ベンゼン 

合成ゴム、合成皮革、合成洗剤、有機顔料等多様な製品の合成原料として使用されてい

ます。ガソリン中にも含まれています。 

特有の芳香性を持つ水より軽い無色の液体で、水には溶けにくいが有機溶媒にはよく溶

けます。また、揮発性が強く引火性があり、光、空気に対しては安定です。 

高濃度のベンゼンを多量に吸引すると、めまい、嘔吐、頭痛、ねむけ、よろめき、平衡感

覚減少、昏睡など主に中枢神経に影響を受けます。また、ガンの原因にもなるといわれてい

ます。 

□トリクロロエチレン 

トリクレン、三塩化エチレンとも呼ばれ、不燃性で脱脂能力が優れているため、金属部品

の洗浄に大半が使用され、接着剤や塗料の溶剤としても使用されています。 

無色の水より重い液体でクロロホルムのような臭いがあり、眼・鼻・のどを刺激します。蒸気

を吸引すると、頭痛・めまい・吐き気及び貧血・肝臓障害を起こします。また、ガンの原因に

なるといわれています。 

□テトラクロロエチレン 

パークレン、四塩化エチレンとも呼ばれ、不燃性で洗浄能力が優れているため、ドライクリ

ーニングに大半が使用され、金属部品の洗浄や繊維の精練加工においても使用されてい

ます。 

無色の液体で、エーテルのような臭いがあります。高濃度の場合、目・鼻・のどを刺激しま

す。蒸気を吸引すると、麻酔作用があり、頭痛・めまい・意識喪失を起こします。また、ガンの

原因になるといわれています。 
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□ジクロロメタン 

塩化メチレンとも呼ばれ、安定な化合物のため、洗浄及び脱脂溶剤、塗料剥離剤等とし

て広く利用されています。 

無色の液体でエタノールのような臭いがあります。高濃度吸収の場合、目・のどを刺激す

るほか精巣毒性の可能性があります。また、麻酔作用があり、頭痛・めまい・吐き気を起こし

ます。 

マウスについては発ガン性が明らかですが、人については可能性を完全には除去できな

いが可能性は小さいとされています。 

 

（水環境関係） 

□公共用水域 

公共用水域とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれ

に接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいいます。ただし、

下水道法で定めている公共下水道及び流域下水道であって、同法に規定する終末処理場

を有するもの、また、この流域下水道に接続する公共下水道は除外されています。 
 

□健康項目 

水質汚濁に係る環境基準において、人の健康を保護するために基準の定められている

カドミウム等 27 項目のことをいいます。 

□生活環境項目 

（1） 水質汚濁に係る環境基準において、生活環境を保全するために基準が定められてお

り、ｐＨ，ＢＯＤ等 13 項目のことをいいます。 

（2） 生活環境項目は、河川、湖沼及び海域によって若干異なり、次のような取り扱いがされ

ています。 

区 分 生活環境項目として定められた項目 

河 川 
ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌数、全亜鉛、ノニルフェノール、

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 

湖 沼 

ｐＨ、ＣＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌数、全窒素、全燐、全亜鉛、ノニ

ルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、

底層溶存酸素量 

海 域 

ｐＨ、ＣＯＤ、ＤＯ、大腸菌数、ノルマル－ヘキサン抽出物質(油

分等)、全窒素、全燐、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキ

ルベンゼンスルホン酸及びその塩、底層溶存酸素量 
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□ＢＯＤ 

（1） Biochemical Oxygen Demand（生物化学的酸素要求量）の略 

（2） 有機物による水の汚濁の程度を示す指標で、水中の汚濁物質が 20℃で 5 日間のうち

に微生物により酸化分解される過程で消費される酸素量のことで、単位は㎎/Ｌ（水 1 リット

ル当たり消費される酸素の㎎数）で表します。 

（3） ＢＯＤが高い（数値が大きい）ことは、その水の中に微生物により分解されやすい有機

物が多いことを意味し、これが河川に流入すると、河川の水の中に溶けている酸素（溶存

酸素（ＤＯ）という。）を多量に消費し、魚介類に被害を及ぼします。 

（4） 人為的な汚染のない河川では通常 1 ㎎/Ｌ以下です。 

ヤマメ、イワナなどの清水性魚類は 2 ㎎/Ｌ以下、アユ、マスなどは 3 ㎎/Ｌ以下、コイ、フナ

などは 5 ㎎/Ｌ以下が適当といわれています。 

一方、5 ㎎/Ｌを超えるとコイやフナでも生息が困難となり、10 ㎎/Ｌ以上になると有機物

が腐敗、分解し、臭気を発生することがあります。 

（5） 水質汚濁の環境基準では、河川の利用目的に応じて 1～10 ㎎/Ｌ以下の範囲内で 6

段階に分けて定められています。 

□ＣＯＤ 

（1） Chemical Oxygen Demand （化学的酸素要求量）の略 

（2） ＢＯＤと同じように、主として有機物による水の汚濁の程度を示す指標で、100℃で水中

の汚濁物質を酸化剤（ＫＭｎＯ4）で酸化するときに消費される酸素量（単位は㎎/Ｌ（水 1 リ

ットル当たり消費される酸素の㎎数））で表します。この値が大きいほど汚濁が進んでいる

ことを意味します。微生物により酸化分解される有機物質とそうでない有機物質の区別、

有機物質と酸化される無機物質の区別ができないため、ＢＯＤとは異なる値を示します。 

（3） 水質汚濁の環境基準は、利用目的に応じて、湖沼では 1～8 ㎎/Ｌ以下、海域では 2～

8 ㎎/Ｌ以下と定められています。 

□ＤＯ 

（1） Dissolved Oxygen（溶存酸素量）の略 

（2） 水中に溶けこんでいる酸素量のことをいい、単位は㎎/Ｌで表します。 

（3） 一般に清浄な河川では、ＤＯはほぼその温度での飽和値（0℃、1 気圧で 14 ㎎/Ｌ程度

で、温度が上がるにつれて数値が低くなり、25℃では 8 ㎎/Ｌ程度になります。）に達して

いますが、有機物などで汚濁されている水では、水中の微生物が有機物を酸化分解し、

酸素を消費するため、ＤＯの値は低くなり、ひどいときには 1 ㎎/Ｌ以下になることもありま

す。（ＢＯＤやＣＯＤとは逆に数値が低いほど、汚濁が進んでいることを表します。） 

（4） コイのような腐敗物を食用とする魚などはＤＯ2～3 ㎎/Ｌの水中でも生息できるが、普通

の魚では、ＤＯが永続して 4～5 ㎎/Ｌ以下になると生息できないといわれています。 

（5） 水質汚濁の環境基準では河川等の利用目的に応じて、7.5～2 ㎎/Ｌ以上と定められて

います。 
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□直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS） 

合成洗剤の主成分などとして使われている界面活性剤の一種です。環境中への主な排出

源は家庭で、ほとんどが河川や海などへ排出されています。 

□75％水質値 

（1） 年間の日間平均値の全データ（ｎ個）をその値の小さいものから順に並べた時、0.75×ｎ

（整数でない場合は直近上位 の整数）番目にくるデータのことをいいます。 

（2） たとえば、次のような 11 個のデータがあった場合には、 

    1.3  1.4  1.5  1.5  1.6  1.7  1.8  3.1  3.2  3.5  3.6  (㎎/Ｌ)  

     0.75×11＝8.25 切上げて  9 

    小さい方から数えて 9 番目のデ－タすなわち 3.2 ㎎/Ｌが 75％水質値になります。 

（3） 河川のＢＯＤや海域のＣＯＤについて、環境基準地点において環境基準を達成している

かどうかを判定する場合に、この 75％水質値を使います。 

□環境基準達成水域 

  ＢＯＤ（河川）及びＣＯＤ（湖沼、海域）は 75％水質値により行い、水域内のすべての環境

基準地点において、その値が適合しているときの水域をいいます。また、海域における全窒

素及び全燐は、類型指定水域内の各環境基準地点における表層の年間平均値を、当該水

域内のすべての環境基準地点について平均した値が適合しているときの水域をいいます。 

□PFOS、PFOA 

有機フッ素化合物の一つであるペルフルオロオクタンスルホン酸（Perfluorooctane sulfonic

 acid）の略称を「PFOS」といい、ペルフルオロオクタン酸（Perfluorooctanoic acid）の略称を

「PFOA」といいます。PFOS 及び PFOA は化学的に極めて安定性が高く、水溶性かつ不揮発

性の物質であるため、環境中に放出された場合には、水系に移行しやすく、また、難分解性

のため長期的に環境に残留すると考えられています。熱・化学的安定性等の有用な特性から、

長年にわたり幅広い用途で使用されてきました。令和 2 年 5 月、水環境中の PFOS 及び PF

OA については、人の健康影響への未然防止のため、人の健康の保護に関する要監視項目

に位置づけらました。 
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